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• ケアプランの作成は、ケアマネジメントの中でも負担感の高い業務であるとともに、ケアマネジャーによるバラつきも多いと言われ

ており、AIを活用することへの期待が高い。AI技術は、解決すべき課題に応じて使い分けていく必要があり、ケアプラン作成支援の

ように「予測結果の理由を説明したい」「人のノウハウを注入したい」ケースでは、ホワイトボックス型の適用が望ましい。

• 平成29年度から令和元年度の3年間（以下、フェーズ１）の調査研究事業において、ホワイトボックス型AIを活用した自立支援に資
するケアプラン提案に関する試行的な取り組みに関する調査研究を実施し、ケアプランのテキストデータの構造化・体系化や、ケア

マネジャーのケアマネジメントの思考をAIのアルゴリズムにいかにして反映させるかを試行し、 AIによる効果に加え、AIが学習する
データの質やAIが導く結果の検証における課題などを整理。

• フェーズ2（令和２年度から令和4年度）では、ケアマネジャーの思考フローの可視化（心疾患、脳血管疾患、大腿骨頸部骨折を想

定）や、適切なケアマネジメント手法で点検したデータの収集、心身の状態悪化の抑制具合を示す調整変数の算出などによりAIのア

ルゴリズムの精度向上に向けた取組みを進める。また、フェーズ１で作成したテキストデータの構造化・体系化ラベルをケアマネ

ジャーが理解しやすい表現に変換することも実施する。

• フェーズ2の最終年度であるR4年度は、上記を踏まえた試作システムを構築し、実際にケアマネジャーに利用してもらうことで、ホ

ワイトボックス型AIの示す結果が説明可能なものであるか、ケアプランの作成時の「気づき」に繋がっているか、検証を進める。
• AIのアルゴリズムの精度向上には、ケアマネジャーの思考フローのような過去データからは得られない情報をいかに組み込むか、大

量の質の高いデータが収集・分析できる体制構築などの課題が残されている。

ホワイトボックス型AIによるケアプラン作成支援に関する調査研究事業

2

事業の経緯・目的

過去データ
Big Data＋Quality Data

過去データ
からは得られない情報

よりよいケアの提案へ

AIのアルゴリズムの精度向上



AIを活用した介護ロボットの例
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※令和３年度老健事業「介護現場におけるテクノロジーの実態調査研究事業」
実施：(株)NTTデータ経営研究所)便覧抜粋

見守り機器

○デュアルAIスリープセンサー

※株式会社エクサウィザーズ ホームページより
：https://hanasuto.carewiz.ai/

○AIが介護記録に関連する言葉だけを読み取り「記録カード化」

※令和3年度 厚生労働省 介護ロボットのパッケージ導入モデル
～介護ロボット取組事例集～

【ライフリズムナビ＋Dr.(エコナビスタ株式会社)】
【ハナスト(株式会社エクサウィザーズ)】

介護業務支援



介護ロボット開発等加速化事業
（介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム）

開発企業等

○ 介護現場において、テクノロジーの活用などによるサービスの質の向上や職員の負担軽減といった生産性向上の推進は喫緊
の課題となっており、見守りセンサーやICT等といった生産性向上に効果的なテクノロジーの普及をより強力に進めていく。

○ 具体的には、①介護現場・ロボット開発企業の双方に対する一元的な相談窓口（地域拠点）、②開発機器の実証支援を行う
リビングラボのネットワーク、③介護現場における実証フィールドからなる、介護ロボットの開発・実証・普及のプラット
フォームを整備する。

介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム

介護施設等

③介護現場における実証フィールド
－エビデンスデータの蓄積－

②リビングラボネットワーク 【全国８ヵ所】
－開発実証のアドバイザリーボード兼先行実証フィールドの役割－

①相談窓口（地域拠点） 【全国17ヵ所】
介護ロボットに関する介護施設等からの導入相談、開発企業
等からの実証相談へのきめ細かな対応

全国の介護施設の協力による大規模実証フィールド

＜感染症対策に資する非接触対応に効果的なテクノロジーの例＞

＜見守りセンサー＞

居室内の利用者の状況（ベッドから離れた場
合や転倒した場合等）をセンサーで感知
→遠方から効率的な見守りが可能になる。

＜ICT（インカム）＞
遠方にいながら職員
間での利用者の状況
の共有が可能になる。

＜移乗支援（非装着型）＞

利用者の抱え上げを

ロボットが代替し、接触
対応が軽減される。

※リビングラボとは
実際の生活空間を再現し、
新しい技術やサービスの
開発を行うなど、介護現
場のニーズを踏まえた介
護ロボットの開発を支援
するための拠点

令和４年度予算（令和３年度当初予算）
5.0億円（5.0億円）

（参考）令和３年度補正予算：3.9億円

＜令和３年度補正予算の
拡充内容＞

○相談窓口の機能充実

・相談窓口の増設
・アドバイザー職員の増員

○大規模実証に係る対象施設数の
拡充 等
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地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボットの導入支援

令和４年度予算：地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）１３７．４億円の内数

補助額

補助内容

※令和２年度（当初予算）以降の拡充分（下線部以外）は令和５年度までの実施

• 目的･･･介護ロボットを活用した介護事業所の生産性向上の取組を通じて、ケアの質の維持・向上や職員の負担軽減等
を図る。

• 実施主体･･･都道府県

介護ロボット
･･･移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援など、厚生労働省・経済産業省で定める「ロボット技術の介護利用における

重点分野」に該当する介護ロボット

見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備
･･･Wi-Fi環境の整備、インカム、見守りセンサー等の情報を介護記録にシステム連動させる情報連携のネットワーク構築経費 等

補助対象

補助上限台数

･･･必要台数(制限の撤廃)

補助率

･･･都道府県の裁量により設定
（一定の要件を満たす場合は3/4を下限、それ以外の事業所は1/2を下限)

〈一定の要件〉･･･以下の要件を満たすこと

・導入計画書において目標とする人員配置を明確にした上で、見守りセンサーや
インカム、介護記録ソフト等の複数の機器を導入し、職員の負担軽減等を図り
つつ、人員体制を効率化させる場合

対象となる介護ロボット（例）

○見守りセンサー
（見守り）

○入浴アシストキャリー
（入浴支援）

○装着型パワーアシスト
（移乗支援）

○非装着型離床アシスト
（移乗支援）

利用者

都道府県基金
（負担割合：国２／３、
都道府県１／３）

負担軽減 効率化サービス
提供

介護保険施設・事業所

実施都道府県数：45都道府県
（令和２年度）

都道府県が認めた介護施設等の導入
計画件数

（注）令和2年度の数値はR3.１月時点の暫定値
※１施設で複数の導入計画を作成することが

あり得る

H27 H28 H29 H30 R1 R2
58 364 505 1,153 1,813 2,574

事業の流れ 実績（参考）
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地域医療介護総合確保基金を利用したICT導入支援事業

令和４年度予算：地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）１３７．４億円の内数

LIFEによる情報収集・フィードバックに協力

他事業所からの照会に対応

導入計画の作成、導入効果報告（2年間）

IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または
「★★二つ星」のいずれかを宣言 等

補助要件

補助割合が3/4となる要件･･･以下のいずれかを満たすこと

事業所間でケアプランのデータ連携で負担軽減を実現

LIFEの「CSV連携仕様」を実装した介護ソフトで実際にデータ登
録を実施等

ＩＣＴ導入計画で文書量を半減（R4年度拡充）
ケアプランデータ連携システムの利用（R4年度拡充）

※令和２年度（当初予算）以降の拡充分（下線部以外）は令和５年度までの実施

• 目的･･･ICTを活用した介護サービス事業所の業務効率化を通じて、職員の負担軽減を図る。

• 実施主体･･･都道府県

介護ソフト･･･記録、情報共有、請求業務で転記が不要であるもの、ケアプラン連携標準仕様、を実装しているもの（標準仕様の対象サービ
ス種別の場合。各仕様への対応に伴うアップデートも含む）

情報端末･･･タブレット端末、スマートフォン端末、インカム等

通信環境機器等･･･Wi-Fiルーター等

その他･･･運用経費（クラウド利用料、サポート費、研修費、他事業所からの照会対応経費、バックオフィスソフト（勤怠管理、シフト管理
等）等）

補助対象

事業所規模（職員数）に応じて設定

1～10人 100万円

11～20人 160万円

21～30人 200万円

31人～ 260万円

補助上限額等
補助割合

一定の要件を満たす場合は、
3/4を下限に都道府県の裁量に
より設定

それ以外の場合は、１/２を下限
に都道府県の裁量により設定

導入計画の策定 導入

介護ソフト・タブレット

等の購入費用の補助

（R1年度～）

業務分析 活用

文書量半減を実現できるICT導入計画の作
成（R4年度拡充）

事業所間でケアプランのデータ連携を

実施

LIFEのCSV連携仕様を活用しデータ
登録

ケアプランデータ連携システムの

利用（R4年度拡充）

※ケアプランデータ連携システム･･･令和2年度第三次補正予算により国保中央会に構築中
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